	提案基準10　災害危険区域等に存する建築物の移転について

	基本事項
	申請者
	住所
	

	
	
	氏名
	

	
	申請場所
	

	
	敷地面積
	　　　　　　　　　　　　　　㎡

	
	用　　途
	

	
	延べ面積
	　　　　　　　　　　　　　　㎡

	適用の範囲

右のいずれかに該当すること
	□　がけ地近接危険住宅移転事業として行う移転
□　地すべり等防止法第24条の規定による関連事業計画に基づく移転
□　建築基準法第10条第１項の命令に基づく移転
□　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第26条第１項の勧告に基づく移転
□　その他条例、要綱又は特定の行政機関の指示に基づく上記と同等と認められる移転

	条件
	□　移転建築物の規模は、従前のものに比較して過大でなく用途は、従前と同一であること。

□　移転建築物の敷地の規模は、従前の敷地面積の1.5倍以内もしくは500㎡以内であること。

	添付図書
	□　事業施行者の発行する証明書（事業名、移転者名、従前地名及び面積、移転対象建築物の敷地面積、用途、規模、構造）又は勧告書又は命令書等の写し（対象建築物の敷地面積、用途、規模、構造）

□　従前土地の位置図、配置図、従前建築物の平面図及び全景写真

□　予定建築物の平面図、立面図



	備考

	・□にチェックを入れてください。
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